
 

 

東京都中央卸売市場大田市場関連事業者募集要項 

 

 東京都中央卸売市場大田市場関連事業者の募集については、東京都中央卸売

市場条例（以下「条例」という。）、同条例施行規則及び関連事業者の募集等に

関する要綱（以下「規則等」という。）に基づくほか、この要項に基づくもの

とします。 

 

 

１ 市場の名称及び位置 

名   称  東京都中央卸売市場大田市場花き棟及び第１関連事業者棟 

  位   置  東京都大田区東海二丁目２番１号及び三丁目２番７号 

 

２ 募集する業務、種類及び内容並びに募集数 

（１）  業   務  物販・飲食業務 

     種   類  飲食業 

     内   容  飲食業 

     募 集 数  ３業者（花き棟２店舗及び第１関連事業者棟１店舗） 

 

（２）①業   務  物販・飲食業務 

     種   類  用品販売業、関連食料品等販売業又はその他販売業 

     内   容  （用品販売業） 

包装用品・衣料・雑貨類販売業 

            計量器類販売業 

            船舶用品類販売業 

容器回収業 

茶類販売業 

（関連食料品等販売業） 

関連食料品等販売業 

           （その他販売業）   

            たばこ菓子類販売業 

                      薬化粧品等販売業 

            事務用品類販売業 

②業   務  加工・サービス業務 

     種   類  サービス提供業 

     内   容  理容業 

運搬具類修理業 

     募 集 数  ①及び②を合わせて１業者（第１関連事業者棟１店 

舗） 

  



 

                                       

 

３ 店舗の位置、面積及び内容 

（１） 位   置 花き棟２階中央西側０１号関連事業者営業所   

     面   積 ４７.７㎡（店舗） 

     内   容 飲食業 

（２） 位   置 花き棟２階中央西側０４号関連事業者営業所   

     面   積 ４７.８㎡（店舗） 

     内   容 飲食業 

（３） 位   置 第１関連事業者棟Ａ－１１号１階及び２階 

     面   積 ４０．６㎡（１階店舗） 

                ３９．４㎡（２階） 

     内   容 （用品販売業） 

包装用品・衣料・雑貨類販売業 

          計量器類販売業 

          船舶用品類販売業 

容器回収業 

茶類販売業 

（関連食料品等販売業） 

関連食料品等販売業 

                 （その他販売業）   

          たばこ菓子類販売業 

          薬化粧品等販売業  

          事務用品類販売業 

          （サービス提供業） 

          理容業 

          運搬具類修理業 

（４） 位   置 第１関連事業者棟Ｄ－０２号１階 

     面   積 ４７．７㎡（１階店舗） 

     内   容 飲食業 

 

４ 募集受付 

（１）受付期間 

  令和３年１月２５日（月曜日）から令和３年２月５日（金曜日）まで 

（土日祝日を除く平日。） 

（２）受付時間 

受付期間の午前９時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。） 

（３）受付場所 

  東京都大田区東海三丁目２番１号 

  東京都中央卸売市場大田市場内 

東京都事務室市場管理課 施設管理担当（事務棟９階） 



 

                                       

 

５ 応募手続 

  応募者は、申込書に別紙１に掲げる書類を添付して提出すること。 

ただし、郵送その他配送による申込は不可とします。 

  また、提出書類については、合否にかかわらず返却いたしません。 

 

６ 応募資格要件 

（１）応募者が個人の場合 

ア 業務資金を２００万円以上有している者 

イ 募集対象の業務経験を３年以上有している者 

ウ 使用許可された日から６か月以内に法人化に努めることができる者 

エ 条例に定める次の欠格条項に該当していない者 

（ア）応募者が破産者で復権を得ないものであるとき。 

（イ）応募者が、禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定により罰金の刑

に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受ける

ことがなくなった日から起算して３年を経過しないものであるとき。 

（ウ）応募者が条例第６４条第１項、第２項又は第４項の規定により、市場

施設の使用の許可の全部の取消しを受け、その取消しの日から起算して

３年を経過しない者であるとき。 

（エ）応募者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員であるとき。 

（オ）応募者が暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者と

して使用しているとき。 

（カ）応募者がその業務活動について暴力団員等により支配を受けているも

のであると認められるとき。 

（２）応募者が法人の場合 

ア 業務資金を２００万円以上有している者 

 イ 募集対象の経験を３年以上営んでいる者 

ウ 条例に定める次の欠格条項に該当していない者 

（ア）法人の業務を執行する役員が、破産者で復権を得ないものであるとき。 

（イ）法人の業務を執行する役員が、禁錮以上の刑に処せられた者又は法の

規定により罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はそ

の刑の執行を受けることがなくなった日から起算して３年を経過しない

ものであるとき。 

（ウ）法人の業務を執行する役員が、条例第６４条第１項、第２項又は第４

項の規定により、市場施設の使用の許可の全部の取消しを受け、その取

消しの日から起算して３年を経過しない者であるとき。 

（エ）法人の業務を執行する役員が、暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員

であるとき。 



 

                                       

 

（オ）法人の業務を執行する役員が、暴力団員等をその業務に従事させ、又

はその業務の補助者として使用しているとき。 

（カ）法人の業務を執行する役員が、その業務活動について暴力団員等によ

り支配を受けている者であると認められるとき。 

 

７ 選考方法 

  応募者に対する選考は、業務経験、応募動機、経営状況、経営姿勢、将来 

性、市場に対する理解度等について、書類審査及び面接により行います。 

 

８ 面接日時及び場所 

（１）日  時  令和３年２月１６日（火曜日） 

※時間については別途通知します。 

（２）場  所  東京都大田区東海三丁目２番１号 

         東京都中央卸売市場大田市場内 

東京都特別応接室（事務棟９階） 

   ※面接の日時及び場所は、応募状況によって変更することがあります。 

 

９ 選考結果 

  応募者への合否の通知は、令和３年２月下旬までに書面で行います。 

 

１０ 説明会 

（１）日  時  令和３年１月２５日（月曜日）午後１時３０分から           

（２）場  所  東京都大田区東海三丁目２番１号 

         東京都中央卸売市場大田市場内 

東京都第３会議室（事務棟９階） 

 

１１ その他 

（１）今回の募集は、「大田市場花き棟及び第１関連事業者棟空き店舗使用者

の募集（以下、「店舗使用者募集」という。）」と同時に行うため、本募集

と店舗使用者募集の全応募者の得点上位の者から合格者を決定します。 

（２）この選考に合格した者を関連事業者として内定したものとします。 

   ただし、内定者が提出した書類に虚偽があったとき又は誓約書に違反し

たときは、許可の内定を取り消すことがあります。 

なお、条例に基づく市場施設の使用許可の手続は、業務開始時までに改

めて行います。使用許可の開始日は令和３年３月中を予定しています。 

（３）募集店舗は原状回復がなされているため、営業に必要な設備等は、条例

等に基づく使用許可を受けた後に、造作工事の申請に対する承認を受けた

上で、応募者が自身の負担で用意する必要があります。 



 

                                       

 

（４）水道、ガス（都市ガス）の利用に関しては、応募者自身で契約を行う必

要があります。 

（５）施設使用料、市場保証金、店舗使用可能基本電気容量、ガス設備規格、

水道設備規格及び位置図は別紙２を参照してください。 

（６）今回の募集で合格した者が使用できる店舗数は１者あたり１店舗までと

します。なお、使用を希望する店舗については、希望が重複した場合、選

考結果の上位者を優先します。 

 

 

１２ 問合せ先 

   東京都大田区東海三丁目２番１号 東京都中央卸売市場大田市場 

市場管理課 施設管理担当 谷口・堀 

 ℡０３－３７９０－６５０８・６５１１(直通)          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                       

 

                                                         別紙 1   

         

申込書に添付する書類      

                            

１ 応募者が個人の場合 

（１）使用希望店舗調査票（飲食業を希望する場合）  

（２）履歴書（別記第２号様式）及び写真  

（３）資産調書（別記第６様式）  

 （４）住民票の写し（※１）  

 （５）区市町村長の発行する身分証明書（※１）  

 （６）印鑑証明書（※１）  

（７）当該事業開始の日以後２年間における事業計画書（別記第７様式）  

（８）応募者が、条例第４３条第５項第２号及び第５号、第７号から第８号に該当しない

ことを誓約する書面（別記第４０号様式）  

（９）金融機関発行の直近の預金残高証明書（※４）  

（１０）直近年度の所得税の確定申告書の写し  

（１１）使用許可を受けた日から６か月以内に法人化に努める旨を誓約する書面  

（別途様式あり）  

 

２ 応募者が法人の場合 

 （１）使用希望店舗調査票（飲食業を希望する場合）  

（２）定款又は規約の写し  

 （３）履歴事項全部証明書（登記簿謄本）（※２）  

 （４）貸借対照表  

 （５）損益計算書  

（６）当該事業開始の日以後２年間における事業計画書（別記第７号様式）  

（７）株主若しくは出資者又は組合員の氏名又は名称及びその持株数又は出資額を記載し

た書面（別記第９号様式）  

（８）役員名簿（別記第１０号様式）  

 （９）法人の代表者の印鑑証明書（※１）  

 （１０）業務を執行する役員につき、市区町村長が発行する身分証明書（※１）  

（１１）法人の代表者の履歴書（別記第２号様式）及び写真  

(１２) 業務を執行する役員が条例第４３条第５項第２号及び第５号から第８号に該当し

ないことを誓約する書面（別記第４０号様式）（※３）  

 （１３）法人にかかる金融機関発行の直近の預金残高証明書（※４）  



 

                                       

 

 （１４）直近の法人事業税の納税証明書                    

※１ 申込日前３か月以内に発行されたもの。  

 ※２ 申込日前６か月以内に発行されたもの。  

 ※３ 履歴事項全部証明書に記載のある役員全員分必要。  

 ※４ 申込日前１か月以内に発行されたもの。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

                                       

 

                                                         別紙 2-1                      

施設使用料及び市場保証金について      

 

 東京都中央卸売市場条例に基づく、施設使用料及び市場保証金は次表のとおり  

 

表 

 

場所及び面積 

適用使用料 

（円） 

使用料月額 

（税込）（円） 

※３ 

市場保証金 

（円）※２ 

１ 

花き棟２階 

中央西側０１号店舗 

（47.7 ㎡） 

関連事業者営業所 

（2,431 円/㎡/月） 
115,958 円/月 463,000 円 

２ 

花き棟２階 

中央西側０４号店舗 

（47.8 ㎡） 

関連事業者営業所 

（2,431 円/㎡/月） 
116,201 円/月 464,000 円 

３ 
関連棟 

Ａ－１１号 

１階店舗 

（40.6 ㎡） 

関連事業者営業所 

（2,431 円/㎡/月） 

194,479 円/月 777,000 円 ２階 

（39.4 ㎡） 

※１ 

関連事業者営業所 

（2,431 円/㎡/月） 

４ 
関連棟 

Ｄ－０２号 

１階店舗 

（47.7 ㎡） 

 

関連事業者営業所 

（2,431 円/㎡/月） 

115,958 円/月 463,000 円 

 

※１ ２階は事務室等としての使用も可とします。ただし、その場合の適用使用料は

使用内容等について聞き取り調査を行い決定します。 

※２ 使用料月額の４ヵ月分 

※３ 消費税は１０％で計算しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                       

 

別紙 2－2 

店舗使用可能基本電気容量について 

 

 電力量 

電灯(単相) 動力(三相) 

花き棟２階 

中央西側０１号 

(飲食業) 

10.0 kW 11.5 kW 

花き棟２階 

中央西側０４号 

(飲食業) 

10.0 kW 11.5 kW 

関連棟 

Ａ－１１号１階及び２階 

(用品販売業、関連食料品

等販売業、その他販売業及

びサービス提供業) 

6.0 kW 7.5 kW 

関連棟 

Ｄ－０２号１階 (飲食業) 
10.0 kW 11.5 kW 

 

※店舗機器設置に伴う電気設備について 

・ 記載の電力量は、借用範囲で接続可能である機器消費電力の合計値です。 

・ 各店舗の主幹は以下の配線用遮断器(主幹)を設置しております。 

  電灯回路 : 50AF / 50AT 

  動力回路 : 100AF / 75AT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                       

 

別紙 2－3 

ガス設備規格、水道設備規格について 

 

 ガス設備規格 水道設備規格 

花き棟２階 

中央西側０１号 

(飲食業) 

都市ガス 13Ａ 25m/m 25m/m 

花き棟２階 

中央西側０４号 

(飲食業) 

都市ガス 13Ａ 25m/m 25m/m 

関連棟 

Ａ－１１号１階及び２階 

(用品販売業、関連食料品

等販売業、その他販売業及

びサービス提供業) 

都市ガス 13Ａ 25m/m 20m/m 

関連棟 

Ｄ－０２号１階 (飲食業) 
都市ガス 13Ａ 32m/m 25 m/m 

 

 

 



野鳥公園

花き棟

青果棟 関連棟 水産棟

野鳥公園

野鳥公園

大 　田　 市 　場

0 100m50

N

北側荷捌施設

（花き施設整備(有)）

場　内　配　置　図

2～4階商品保管庫

　((株)FAJ)

正門巡視詰所

物流棟

アーバンホテル

大田市場

第３積込場第４積込場

第２
積込場 第１積込場

北口立体荷捌場
（大田市場ロジスティクスセンター㈱）

第4荷捌場

第１積込場

OTA花ステーション

荷捌棟

（（株）大田ウイングス）

募集場所（花き棟）

飲食業 ２店舗

募集場所（関連棟）

飲食業 １店舗
用品販売業、関連食料品等販売業、

その他販売業、サービス提供業 １店舗

別紙2－4

加工・荷捌棟
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事業部

㈲末広
㈱福崎
商店

㈲末広
㈲ツマト
モ

㈱幸修
園

㈱幸修
園

㈱幸修
園

㈱大田
ﾏﾙﾄｼ ホリアキ

㈱C

㈲須永
商店

㈲オク
ヤマ食
品

㈲ウッ
ド
ベル

㈲ウッ
ド
ベル

㈲ウッ
ド
ベル

㈱上原
ﾏﾙｲ
ﾌｰｽﾞ㈱

ﾏﾙｲ
ﾌｰｽﾞ㈱

㈲Kｺｰﾎﾟ
ﾚｰｼｮﾝ

（マルイミート）
食肉加工品

㈱上原

㈱エム
アイ

フードス
タイル

㈱東果 ㈱東果
㈱伊勢
重本店

㈱ﾜｰﾙ
ﾄﾞﾃﾞﾘｶ

㈲高橋
商店

㈱高岡
屋

㈲平野
商店

㈱池田
㈱プレ
シャス

東光商
事㈱

東光
鳥卵㈲

（壱龍）
ラーメン

２F新神田市場青果卸協同組合

B

㈲ティー
オー
プラザ

旧
㈲脇本
理容室

㈱ｺﾞｰﾙ
ﾃﾞﾝ
ｴｯｸﾞ

㈱神漬

㈱東果 ㈱東果
㈲アサ
コ

(資)
岩堀
商店

㈲丸高
信州屋

㈱IGS㈱池田
㈲ベル
フーズ

便所
女子

㈲征宏
㈲生活
工房

㈲西定
商店

大田市場　関連棟　店舗配置図

青果棟側 令和2年12月1日現在

A
㈱珍満

㈲ｶｺﾞｶ
ﾈ

㈲ｴﾌ
ｼｰｴｽ

㈲高橋
商店

㈱タジマ
フーズ

(資)
小林
商店

別紙2－5

募集店舗

関連棟Ｄ－０２
飲食業

募集店舗

関連棟Ａ－１１
用品販売業及び関連食料品等販売業、

その他販売業、サービス提供業



別紙2－6

都会議室 保守員詰所 女子トイレ 男子トイレ 募集店舗
大田市場花き
関連協議会
事務室

階　　段
障害者トイレ
厨房トイレ

そば処
満留賀

募集店舗東京都事務室

花き棟２階

渡
り
廊
下

セリ場へ

玄関棟へ

花き棟２階中央西側０１号

飲食業

花き棟２階中央西側０４号

飲食業


